
 

法 人 名  株式会社エミール介護センター 

本 社 住 所  埼玉県熊谷市日向９２１－２ 

電   話  ０４８－５６７－３３３３ 

 

事業所名称  エミール川越訪問入浴介護事業所 

住   所  埼玉県川越市砂新田 1－13－15 

電 話 番 号  ０４９－２４９－０６２０ 

 

営 業 日  月曜日から土曜日 祝祭日含む 

営 業 時 間  ８：２０分から１７：２０分 

サービス提供時間 ９：００から１６：３０ 

休業日    日曜日  

ゴールデンウイーク ５月３日から５月５日 

夏季休業（８月１４日から８月１６日） 

冬季休業（１２月３０日から１月３日） 

連絡体制  営業時間中は連絡が可能な体制を取ります。 

 

職  員  管理者 １人 

          サービス従事者などの管理、また、指定訪問入浴介護のご利用申し込

みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行い

ます。当事業所の従事者に厚生労働省令で定められた指定訪問入浴

介護の人員基準及び運営に関する基準を遵守させるために、必要な

指揮命令を行います。また管理者は、介護職員を兼務しています。 

看護師 １人以上   

          入浴実施の可否判断等を含んだ健康チェックと入浴サービスに従事 

します。 

介護職員 １人以上 

          器具の設置・入浴サービスの実施をいたします。 

 

サービス実施地域  

川越市、入間市、富士見市、ふじみ野市、所沢市、飯能市、 

狭山市、青梅市、坂戸市、鶴ヶ島市、三芳町  

※ 実施地域外でもお電話にてご相談を承ります。 

 

 



秘密保持  

・従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

・従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とする。 

利用料金  

 訪問入浴 １,４５７円 

    ※ 当事業所は初回加算・介護職員等処遇改善加算Ⅱ・サービス提供体制強化加算

Ⅲが含まれます。 

       

 

苦情相談窓口 

   エミール川越訪問入浴介護事業所 

   ０４９－２４９－０６２０ 

   担 当 佐藤 昌和 

 

市町村窓口 

川越市  介護保険課 ０４９-２２４-８８１１ 

ふじみ野市 高齢福祉課 ０４９-２６１-２６１１ 

富士見市 高齢者福祉課 ０４９-２５１-２７１１ 

三芳町役場 介護保険係 ０４９-２５８-００１９ 

所沢市  介護保険課 ０４-２９９８-１１１１ 

狭山市  介護保険課 ０４-２９５３-１１１１ 

入間市  高齢者支援課 ０４-２９６４-１１１１ 

鶴ヶ島市 介護保険課 ０４９-２７１-１１１１ 

坂戸市  高齢者福祉課 ０４９-２８３-１３３１ 

飯能市  介護福祉課 ０４２-９７３-２１１１ 

青梅市  高齢介護課 ０４２８-２２-１１１１ 

 

埼玉県国民健康保険団体連合会（苦情相談専用） 

０４８－８２４－２５６８ 

 

事故発生時の対応。 

   サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、 居宅介護支援 

事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 また、弊社は損害賠償保険 

に加入しております。 


